
34

●期待される効果
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多様な担い手と実現する「百年の森林」構想

地域特性
西粟倉村は人口1,468人、高齢化率36%（H30.3）の吉野川源流部にある中山間地域です。村の総面積
57.97㎢のうち、93％を森林が占めており、そのうち84％が人工林です。明治期以降から木材生産が盛ん
でしたが昭和30年代の拡大造林時代を契機として一気にスギやヒノキの人工林面積が増加したため、50～
60年生の間伐が行き届いていない樹木が多く、また村内森林の74.3%は私有林となっています。なお、村
内全域で地籍調査が完了しています。

きっかけ
平成16年に美作市との合併協議会から離脱することを宣言した西粟倉村は産業や村財政面で自立してい

く必要がありました。かつては建築用材等の木材生産が積極的に行われていましたが、社会情勢の変化に
伴って徐々に生産活動が衰退していきました。このまま林業の衰退傾向が続く場合、経済の衰退だけでは
なく村の治山治水に関わる重大な問題が多発することを懸念したことがきっかけです。

何を目指したか
50年生にまで育った森林の管理を諦めず、適切に管理された美しい森林に囲まれた地域をつくろうとす

る「百年の森林構想」をビジョンに掲げ、森林づくりの川上から川下までの経済活動をなるべく村内で循
環させ、かつ災害のない健全な村土を保全することを目指しました。

何をやったか＜現状維持＞
「百年の森林構想」は主に2つの事業によって推進されています。1つは、村が個人所有の森林を10年間

預かり一括管理を行う「長期施業管理契約」を締結し、集約化施業やFSC認証の取得を進める百年の森林
創造事業です。もう1つは、間伐材を使用した商品開発やマーケティングを行う森の学校事業です。森の
学校事業は若年世代の移住者が地域で起業した㈱西粟倉・森の学校（第3セクター）が担っています。こ
の２事業を一体的に進めることで「百年の森林構想」の実現を目指します。

主な課題

問い合わせ先
西粟倉村産業観光課（0868-79-2111）

西粟倉村（西粟倉村/岡山県）

関連予算（※平成29年度時点）
森林環境保全直接支援事業補助金、合板・製材生産性強化対策事
業補助金（林野庁）、一般財源（西粟倉村）木材の素材販売収入

＜仕組み＞
事業採算性の不透明さや資金源の少

なさから、森林所有者や森林組合の投
資意欲が低く、事業採算性を確保する
ための初期投資が困難でした。
→解決策は後述

・間伐材で商品開発
・木材を活かした地域のブ
ランディング
・百年の森林構想に移住者
が参加

・適切な森林施業の促進に
よる土砂災害、風倒木、雪
害等の防止

＜人（主体）＞
林業が衰退傾向にあり、担い手も高

齢化している中で50年に渡る取組を継
続させるためには、林業の担い手を持
続的に確保することが必要でした。
→解決策は後述

・FSC認証を通じて生態系
に配慮した林業を実施

森林面積が95％を占める西粟倉村（西粟
倉村HPより）
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＜仕組み＞
❏ファンドを立ち上げてマイクロ投資ファイナンスを実施
事業採算性を確保するための初期投資が困難でした。
そのため、平成21年から東京にある森林施業管理・地域ブランディング

企業の協力を得て、「西粟倉村共有の森ファンド」を立ち上げ、個人を対
象に小規模出資を募り、約420名から4900万円の資金を獲得しました。
出資金でファンドが高性能機械を購入し、低コストで森林組合にリース、

生産性向上による利益を出資者に配当しています。
また、インターネットを介して広く資金調達をする事は「西粟倉村の森

林」をアピールすることに寄与しています。
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現在村が担っている役割（契約交渉、施業計画の作成等）
は新しく立ち上がったベンチャー企業(株)百森に移行するこ
とにより、持続的な経営母体をつくり、事業の一層の推進に
取り組みます。また今後20年間の主伐・間伐の計画を立て、
齢級の平準化や次世代人工林（または針広混合林）化、尾根
部の天然林化を進めます。

●取組のステップ ●得られた知見（課題と対応詳細）
平成16年に他市町村と合併しない方針を決定した西粟倉

村では、村の活性化のため、ふるさと財団の地域再生マ
ネージャー事業を活用し、コンサルタントの支援を受けて
観光事業の再生に焦点を当てた協議会を設立しました。
協議会で観光事業再生を検討する中で、村の資源を洗い

出した結果、成熟期を迎え環境悪化の一途を辿る人工林が
西粟倉最大の資源であることを認識し、地域活性化の基軸
を観光業から林業へと移行し始めたのが平成18年頃でした。
そこから林業関係者も検討に加わり、平成20年に「百年の
森林構想」を提言しました。
また、百年の森林構想の実現を含む、自立した村づくり

のために必要な人材を確保する必要があったため、平成19
年に村は雇用対策協議会を立ち上げました。地域内ベン
チャーの起業促進を始め、林業や観光産業の担い手を集め
るため東京や大阪で説明会を実施しました。

＜仕組み＞
❏FSC認証の獲得による「西粟倉村で行う林業」の価値向上
村が所有者と「長期施業管理契約」を結んだ森林の整備は森林組合に委託し

ていますが、林業が衰退傾向にあり、担い手も高齢化している中で百年の森林
創造事業を実施するためには、林業の担い手を持続的に確保することが必要で
した。
そこで村では、村有林と「長期施業管理契約」を結んだ森林を合わせて

「FSC（森林管理協議会）認証森林」を取得しています。FSC認証の取得や更
新には年間100万円以上の費用が必要ですが、国際水準の林業を実施している
というイメージや認証獲得に必要な基準をクリアすることによる林業の担い手
の社会的な満足感の維持・向上、安全管理や労働環境の改善を担い手に示すこ
とを目的として実施しています。

●仕組みや体制

平成20年に百年の森林構想の下、2つの事業が始まりま
した。①百年の森林創造事業では、集約施業を実現するた
め、村が個人所有の森林を10年間村で預かる「長期施業管
理契約」を締結し、集約して施業計画を作成し、森林組合
に施業を委託しています。②間伐材の一部は地域内ベン
チャー企業の㈱西粟倉・森の学校へ販売され、同社は間伐
材を使用した商品開発やマーケティングを行う森の学校事
業を実施しています。

百年の森林事業全体概要図
（西粟倉村提供資料より本事例紹介部分を抜粋）

開発された商品例：誰でも木の食器が気軽
につくれるヒトテマキット（㈱西粟倉・森
の学校HPより）

百年の森林事業個人交渉の様子（西粟倉村
資料「百年の森林事業の挑戦」H24より）


